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議案第１２５号 

   専決処分について 

 令和３年１１月１０日専決処分により、「（主）穴川天戸線（亥鼻橋）

下部工附帯工事（２－１）に係る工事請負契約」中、次のとおり契約金

額及び工期を変更したので承認を求める。 

  令和３年１１月２６日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 契約金額 

変更前 ２４１，２３３，３００円 

変更後 ４２５，１３６，８００円 

２ 工  期 

変更前 令和２年１２月２２日から令和３年１１月１６日まで 

変更後 令和２年１２月２２日から令和４年３月３１日まで 
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（参考） 

   工事請負契約について 

 

１ 工事名称 （主）穴川天戸線（亥鼻橋）下部工附帯工事（２－１） 

２ 施工場所 千葉市花見川区畑町地内外 

３ 工事概要 橋りょう下部工附帯工一式 

４ 契約方法 随意契約 

５ 契約金額 ２４１，２３３，３００円 

６ 工  期 令和２年１２月２２日から令和３年１１月１６日まで 

７ 請 負 者 千葉市中央区栄町３６番１０号  

北野建設株式会社 千葉営業所 

所長 赤羽 徹 
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議 案 説 明 

  （主）穴川天戸線（亥鼻橋）下部工附帯工事（２－１）に係る工事

請負契約の契約金額及び工期の変更について、地方自治法第１７９条

第１項の規定に基づき専決処分したので、同条第３項の規定に基づき、

報告するものであります。 
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議案第１２９号  

千葉市国民健康保険条例の一部改正について  

千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。  

  令和３年１１月２６日提出  

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 千葉市国民健康保険条例（昭和６１年千葉市条例第１０号）の一部を

次のように改正する。 

第６条第１項中「４０４，０００円」を「４０８，０００円」に、

「１６，０００円」を「１２，０００円」に改める。  

第１０条中「第２６条第１項」の次に「並びに第２６条の４第１項及

び第３項」を加え、同条第１号ウ中「第８１条の２第４項」を「第８１

条の２第５項」に改め、同号エ中「第８１条の２第９項第２号」を「第

８１条の２第１０項第２号」に改め、同条第２号エ中「第７２条の３第

１項」の次に「及び第７２条の３の２第１項」を加える。  

 第１７条の２中「同条第１項」の次に「、第２６条の４第２項におい

て準用する同条第１項及び同条第５項において準用する同条第３項」を

加え、同条第２号イ中「第７２条の３第１項」の次に「及び第７２条の

３の２第１項」を加える。  

第２６条の見出し中「保険料」を「低所得者の保険料」に改める。  

第２６条の３の次に次の１条を加える。  

（未就学児の被保険者均等割額の減額）  

第２６条の４ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最

初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）が

ある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額は、第１３条又は第１６条の基礎賦課額の被保険者均等

割の保険料額に、それぞれ、１０分の５を乗じて得た額とする（第３

項に規定する場合を除く。）。  

２ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。
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この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支

援金等賦課額」と、「第１３条又は第１６条」とあるのは「第１７条

の５又は第１７条の８」と読み替えるものとする。  

３ 当該年度において、第２６条の規定により保険料を減額するものと

した納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に

係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１３条又は第

１６条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額

に第２６条第１項各号に該当する納付義務者に応じてそれぞれ同項各

号アに掲げる割合を乗じて得た額（同条第２項の規定により端数を切

り上げた後の額とする。）を控除して得た額に、それぞれ、１０分の

５を乗じて得た額とする。  

４ 前項に規定する被保険者均等割額を決定する場合において、１円未

満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。  

５ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第３項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１３条又は第１６条」とあるのは「第

１７条の５又は第１７条の８」と、「同条第２項」とあるのは「同条

第３項」と読み替えるものとする。  

附則第１２項中「保険料の賦課額」の次に「（当該納付義務者の世帯

に未就学児がある場合においては、第２６条の４第１項の規定による被

保険者均等割額の減額（同条第２項において準用する同条第１項の規定

により減額する場合を含む。）後の額）」を加える。  

   附 則  

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第６条第１

項の改正規定及び次項の規定は、同年１月１日から施行する。  

２ この条例による改正後の第６条第１項の規定は、令和４年１月１日

以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係

る出産育児一時金については、なお従前の例による。  

３ この条例による改正後の第１０条、第１７条の２、第２６条の４及

び附則第１２項の規定は、令和４年度以後の年度分の保険料について

適用し、令和３年度以前の保険料については、なお従前の例による。  
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

議 案 説 明  

出産育児一時金の額を改定するとともに、未就学児がある世帯の国

民健康保険料を減額するほか、規定の整備を図るため、条例の一部を

改正しようとするものであります。  
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議案第１３０号 

千葉市建築関係手数料条例の一部改正について 

千葉市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

令和３年１１月２６日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市建築関係手数料条例の一部を改正する条例 

千葉市建築関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第４２号）の一部

を次のように改正する。 

別表５４の項手数料を徴収する事務の欄中「第３項まで」を「第５項

まで」に改め、同項手数料の額の欄を次のように改める。 

（１）第３号に規定する場合以外の場合で、住宅を新築する場合 

次に定める額 

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第

８１号）第６条の２第３項若しくは第４項の規定によりその

住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された

確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが添付され

ている場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

（ア）一戸建ての住宅 ８，０００円 

（イ）共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

ａ 長期優良住宅普及促進法第５条第１項に規定する区分

所有住宅（以下「区分所有住宅」という。）の場合 次

に掲げる当該申請に係る建築物の住戸の総数の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

（ａ）５戸以下 １５，０００円  

（ｂ）６戸以上１０戸以下 ２６，０００円 

（ｃ）１１戸以上２５戸以下 ４１，０００円 
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（ｄ）２６戸以上５０戸以下 ７２，０００円 

（ｅ）５１戸以上１００戸以下 １１７，０００円 

（ｆ）１０１戸以上２００戸以下 １９６，０００円 

（ｇ）２０１戸以上３００戸以下 ２４４，０００円 

（ｈ）３０１戸以上 ２６８，０００円 

ｂ 区分所有住宅以外の場合 ａ（ａ）から（ｈ）までに

掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数

の区分に応じ、それぞれ当該（ａ）から（ｈ）までに定

める額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額（そ

の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額） 

イ アに規定する場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

（ア）一戸建ての住宅 ４８，０００円 

（イ）共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

ａ 区分所有住宅の場合 次に掲げる当該申請に係る建築

物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ａ）５戸以下 １１５，０００円 

（ｂ）６戸以上１０戸以下 １８４，０００円 

（ｃ）１１戸以上２５戸以下 ３６４，０００円 

（ｄ）２６戸以上５０戸以下 ６５２，０００円 

（ｅ）５１戸以上１００戸以下 １，１２０，０００円 

（ｆ）１０１戸以上２００戸以下 ２，０７４，０００円 

（ｇ）２０１戸以上３００戸以下 ２，９６３，０００円 

（ｈ）３０１戸以上 ３，６３０，０００円 

ｂ 区分所有住宅以外の場合 ａ（ａ）から（ｈ）までに

掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数

の区分に応じ、それぞれ当該（ａ）から（ｈ）までに定

める額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額（そ
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の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額） 

（２）次号に規定する場合以外の場合で、住宅を増築し、又は改築

する場合 次に定める額 

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第３項若

しくは第４項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使

用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価

書又はこれらの写しが添付されている場合 次に掲げる住宅

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ア）一戸建ての住宅 １２，０００円 

（イ）共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

ａ 区分所有住宅の場合 次に掲げる当該申請に係る建築

物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ａ）５戸以下 ２３，０００円 

（ｂ）６戸以上１０戸以下 ４０，０００円 

（ｃ）１１戸以上２５戸以下 ６２，０００円 

（ｄ）２６戸以上５０戸以下 １０８，０００円 

（ｅ）５１戸以上１００戸以下 １７６，０００円 

（ｆ）１０１戸以上２００戸以下 ２９４，０００円 

（ｇ）２０１戸以上３００戸以下 ３６７，０００円 

（ｈ）３０１戸以上 ４０２，０００円 

ｂ 区分所有住宅以外の場合 ａ（ａ）から（ｈ）までに

掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数

の区分に応じ、それぞれ当該（ａ）から（ｈ）までに定

める額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額（そ

の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額） 

イ アに規定する場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

9



 

（ア）一戸建ての住宅 ６６，０００円 

（イ）共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

ａ 区分所有住宅の場合 次に掲げる当該申請に係る建築

物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

    （ａ）５戸以下 １５７，０００円 

（ｂ）６戸以上１０戸以下 ２５２，０００円 

（ｃ）１１戸以上２５戸以下 ４９８，０００円 

（ｄ）２６戸以上５０戸以下 ８９４，０００円 

（ｅ）５１戸以上１００戸以下 １，５３９，０００円 

（ｆ）１０１戸以上２００戸以下 ２，８５１，０００円 

（ｇ）２０１戸以上３００戸以下 ４，０８１，０００円 

（ｈ）３０１戸以上 ４，９９８，０００円 

ｂ 区分所有住宅以外の場合 ａ（ａ）から（ｈ）までに

掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数

の区分に応じ、それぞれ当該（ａ）から（ｈ）までに定

める額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額（そ

の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額） 

（３）長期優良住宅普及促進法第６条第２項の規定による申出があ

った場合 前２号に規定する額に１の項に規定する額を加算し

た額 

別表５５の項手数料を徴収する事務の欄中「第３項まで」を「第５項

まで」に改め、同項手数料の額の欄を次のように改める。 

（１）第３号に規定する場合以外の場合で、当該申請に係る長期優

良住宅建築等計画の初めて受けた認定が住宅の新築に係るもの

である場合 次に定める額  

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第３項若

しくは第４項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使

用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価
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書又はこれらの写しが添付されている場合 次に掲げる住宅

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ア）一戸建ての住宅 ４，０００円 

（イ）共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

ａ  区分所有住宅の場合  ５４の項第１号ア（イ）ａ

（ａ）から（ｈ）までに掲げる当該申請に係る建築物の

住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該（ａ）から

（ｈ）までに定める額に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 区分所有住宅以外の場合 ５４の項第１号ア（イ）ａ

（ａ）から（ｈ）までに掲げる当該申請に係る住戸の属

する建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該

（ａ）から（ｈ）までに定める額に２分の１を乗じて得

た額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額（その

額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

た額） 

イ アに規定する場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

（ア）一戸建ての住宅 ２４，０００円 

（イ）共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

ａ  区分所有住宅の場合  ５４の項第１号イ（イ）ａ

（ａ）から（ｈ）までに掲げる当該申請に係る建築物の

住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該（ａ）から

（ｈ）までに定める額に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 区分所有住宅以外の場合 ５４の項第１号イ（イ）ａ

（ａ）から（ｈ）までに掲げる当該申請に係る住戸の属

する建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該

（ａ）から（ｈ）までに定める額に２分の１を乗じて得

た額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額（その
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額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

た額） 

（２）次号に規定する場合以外の場合で、当該申請に係る長期優良

住宅建築等計画の初めて受けた認定が住宅の増築又は改築に係

るものである場合 次に定める額 

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第３項若

しくは第４項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使

用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価

書又はこれらの写しが添付されている場合 次に掲げる住宅

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ア）一戸建ての住宅 ６，０００円 

（イ）共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

ａ  区分所有住宅の場合  ５４の項第２号ア（イ）ａ

（ａ）から（ｈ）までに掲げる当該申請に係る建築物の

住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該（ａ）から

（ｈ）までに定める額に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 区分所有住宅以外の場合 ５４の項第２号ア（イ）ａ

（ａ）から（ｈ）までに掲げる当該申請に係る住戸の属

する建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該

（ａ）から（ｈ）までに定める額に２分の１を乗じて得

た額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額（その

額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

た額） 

イ アに規定する場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

（ア）一戸建ての住宅 ３３，０００円 

（イ）共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

ａ  区分所有住宅の場合  ５４の項第２号イ（イ）ａ 
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（ａ）から（ｈ）までに掲げる当該申請に係る建築物の

住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該（ａ）から

（ｈ）までに定める額に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 区分所有住宅以外の場合 ５４の項第２号イ（イ）ａ

（ａ）から（ｈ）までに掲げる当該申請に係る住戸の属

する建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該

（ａ）から（ｈ）までに定める額に２分の１を乗じて得

た額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額（その

額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

た額） 

（３）長期優良住宅普及促進法第８条第２項において準用する長期

優良住宅普及促進法第６条第２項の規定による申出があった場

合 前２号に規定する額に１の項に規定する額を加算した額 

別表５６の項の次に次のように加える。 

56 の２ 長期優良住

宅普及促進法第９

条第３項の規定に

基づく管理者等が

選任された場合に

おける長期優良住

宅建築等計画の変

更の認定の申請に

対する審査 

管理者等が選任さ

れた場合における

長期優良住宅建築

等計画変更認定申

請手数料 

 

１棟につき １，７００

円 

別表５７の項の次に次のように加える。 

57 の２ 長期優良住

宅 普 及 促 進 法 第 

１８条第１項の規

定に基づく住宅の

容積率に関する特

例の許可の申請に 

認定長期優良住宅

建築等計画に基づ

く建築に係る住宅

の容積率の特例許

可申請手数料 

１６０，０００円 
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対する審査        

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年２月２０日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に住宅の品質確保の促進等に関する法律（平

成１１年法律第８１号。以下「住宅品質確保法」という。）第５条第

１項に規定する登録住宅性能評価機関（以下「登録住宅性能評価機関」

という。）から交付された住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備

のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する

法律（令和３年法律第４８号。以下「改正法」という。）第１条の規

定による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０

年法律第８７号。以下「改正前の法」という。）第６条第１項第１号、

第２号、第４号及び第５号に掲げる基準に適合していることについて

登録住宅性能評価機関が証する書類が添付された長期優良住宅建築等

計画の認定に係る手数料については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日前に登録住宅性能評価機関から交付された改正

前の法第６条第１項第１号に掲げる基準に適合していることについて

の改正法第３条の規定による改正前の住宅品質確保法第５条第１項に

規定する住宅性能評価書の写しが添付された長期優良住宅建築等計画

の認定に係る手数料については、なお従前の例による。 

４ 改正法附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとさ

れる長期優良住宅建築等計画の変更に係る手数料については、なお従

前の例による。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進

等に関する法律の一部改正に伴い、長期優良住宅建築等計画認定申請

手数料を改めるほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しよ

うとするものであります。 
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議案第１３１号 

千葉市都市公園条例の一部改正について 

 千葉市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

  令和３年１１月２６日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市都市公園条例の一部を改正する条例 

千葉市都市公園条例（昭和３４年千葉市条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第６中備考以外の部分を次のように改める。 

占 用 物 件 単  位 占 用 料 

電柱、電線、

変圧塔その他

これらに類す

るもの 

第１種電柱 １本につき１年 １，２００円 

第２種電柱 １，８００円 

第３種電柱 ２，５００円 

第１種電話柱 １，１００円 

第２種電話柱 １，７００円 

第３種電話柱 ２，３００円 

支柱、支線及び支

線柱 

１１０円 

架空線 共架電線

類 

長さ１メートル

につき１年 

１１円 

その他の

もの 

長さ１メートル

につき１月 

３２円 

変圧塔、鉄塔その

他これらに類する

もの 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

２，１００円 

その他のもの ２，１００円 

水道管、下水

道 管 、 ガ ス

外径が０．０７メ

ートル未満のもの 

長さ１メートル

につき１年 

４５円 
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管、地下ケー

ブルその他こ

れらに類する

もの 

外径が０．０７メ

ートル以上０．１

メートル未満のも

の 

６４円 

外径が０．１メー

トル以上０．１５

メートル未満のも

の 

９６円 

外径が０．１５メ

ートル以上０．２

メートル未満のも

の 

１３０円 

外径が０．２メー

トル以上０．３メ

ートル未満のもの 

１９０円 

外径が０．３メー

トル以上０．４メ

ートル未満のもの 

２５０円 

外径が０．４メー

トル以上０．７メ

ートル未満のもの 

４５０円 

外径が０．７メー

トル以上１メート

ル未満のもの 

６４０円 

外径が１メートル

以上のもの 

１，３００円 

通路、鉄道、軌道、公共駐車場、

防火貯水槽その他これらに類する

施設で地下に設けられるもの 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

２，１００円 

郵便差出箱及び信書便差出箱 １個につき１年 ８９０円 
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公衆電話所 ２，１００円 

競技会、集会、展示会、博覧会そ

の他これらに類する催しのため設

けられる仮設工作物 

占用面積１平方

メートルにつき

１日 

１１円 

競技会、集会、展示会、博覧会そ

の他これらに類する催しを行う際

に掲出する広告物 

表示面積１平方

メートルにつき

１日 

２，６２５円 

標識 １本につき１年 １，７００円 

工事用施設及び工事用材料置場 占用面積１平方

メートルにつき

１月 

６５０円 

保育所その他の社会福祉施設 市長の評定し

た土地価格に

１，０００分

の３を乗じて

得た額 

その他の物件又は施設 １８０円 

   附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第６の規定は、この条例の施行の日以

後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料に

ついては、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

都市公園の占用料の額を改定するため、条例の一部を改正しよう

とするものであります。 
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議案第１３２号 

千葉市道路占用料条例の一部改正について 

千葉市道路占用料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

令和３年１１月２６日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市道路占用料条例の一部を改正する条例 

千葉市道路占用料条例（昭和３０年千葉市条例第３３号）の一部を次

のように改正する。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

占  用  物  件 単 位 占 用 料 

法第３２条第

１項第１号に

掲げる工作物 

第１種電柱 １本につき

１年 

１，２００円 

第２種電柱 １，８００円 

第３種電柱 ２，５００円 

第１種電話柱 １，１００円 

第２種電話柱 １，７００円 

第３種電話柱 ２，３００円 

その他の柱類 １１０円 

共架電線その他上空

に設ける線類 

長さ１メー

トルにつき

１年 

１１円 

地下に設ける電線そ

の他の線類 

６円 

路上に設ける変圧器 １個につき

１年 

１，０００円 

地下に設ける変圧器 占用面積１

平方メート

ルにつき１ 

６４０円 

  年  

 変圧塔その他これに １個につき ２，１００円 
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 類するもの及び公衆

電話所 

１年  

郵便差出箱及び信書

便差出箱 

８９０円 

広告塔 一時的

に設け

るもの 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

月 

６５０円 

その他

のもの 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

年 

６，５００円 

その他のもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

２，１００円 

法第３２条第

１項第２号に

掲げる物件 

外径が０．０７メー

トル未満のもの 

長さ１メー

トルにつき

１年 

４５円 

外径が０．０７メー

トル以上０．１メー

トル未満のもの 

６４円 

外径が０．１メート

ル以上０．１５メー

トル未満のもの 

９６円 

外径が０．１５メー

トル以上０．２メー

トル未満のもの 

１３０円 

外径が０ .２メート

ル以上０．３メート

ル未満のもの 

１９０円 
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 外径が０．３メート

ル以上０．４メート

ル未満のもの 

 ２５０円 

外径が０．４メート

ル以上０．７メート

ル未満のもの 

４５０円 

外径が０．７メート

ル以上１メートル未

満のもの 

６４０円 

外径が１メートル以

上のもの 

１，３００円 

法第３２条第

１項第３号に

掲げる施設 

自 動

運 行

補 助

施 設 

法 第

２ 条

第 ２

項 第

５ 号

に 規

定 す

る 自

動 運

行 装

置 に

よ る

検 知

の 対

象 と

し て

設 置

す る

導 線

地下に

設ける

もの 

長さ１メー

トルにつき

１年 

６円 

 

 

その他

のもの 

２１円 

 

21



そ の

他 の

線 類 

道路の構造又

は交通の状況

を表示する標

示柱その他の

柱類 

１本につき

１年 

１，７００円 

そ の

他 の

もの 

上空に

設ける

もの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

１，１００円 

地下に

設ける

もの 

６４０円 

その他のもの ２，１００円 

法第３２条第１項第４号に掲げる施

設 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

２，１００円 

法第３２条第

１項第５号に

掲げる施設 

 

 

 

 

 

 

 

地下街及

び地下室 

階数が１

のもの 

Ａに０．００５

を乗じて得た額 

階数が２

のもの 

Ａに０．００８

を乗じて得た額 

階数が３

以上のも

の 

Ａに０．０１を

乗じて得た額 

上空に設ける通路 ３，２００円 

地下に設ける通路 １，９００円 

その他のもの ２，１００円 

法第３２条第

１項第６号に

掲げる施設 

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

６５円 

22



 日 

 その他のもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

月 

６５０円 

 

道路法施行令

（昭和２７年

政令第４７９

号 。 以 下

「 令 」 と い

う。）第７条

第１号に掲げ

る物件 

看板（ア

ーチであ

るものを

除く。） 

一時的に

設けるも

の 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

月 

６５０円 

その他の

もの 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

年 

６，５００円 

標識 １本につき

１年 

１，７００円 

旗ざお 

 

 

 

 

 

 

祭礼、縁

日その他

の催しに

際し、一

時的に設

けるもの 

１本につき

１日 

６５円 

その他の

もの 

１本につき

１月 

６５０円 

幕（令第

７条第４

号に掲げ

る工事用

施設であ

るものを

除く。） 

祭礼、縁

日その他

の催しに

際し、一

時的に設

けるもの 

その面積１

平方メート

ルにつき１

日 

６５円 

その他の その面積１ ６５０円 
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もの 平方メート

ルにつき１

月 

アーチ 車道を横

断するも

の 

１基につき

１月 

６，５００円 

その他の

もの 

３，２００円 

 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

２，１００円 

令第７条第３号に掲げる施設 Ａに０．０３３

を乗じて得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施設

及び同条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

月 

６５０円 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物

及び同条第７号に掲げる施設 

２１０円 

令第７条第８

号に掲げる施

設 

トンネルの上又は高

架の道路の路面下

（当該路面下の地下

を除く。）に設ける

もの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

Ａに０．０１４

を乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２３

を乗じて得た額 

地下（ト

ンネルの

上 の 地 

下 を 除

く。）に

設けるも

の 

階数が１

のもの 

Ａに０．００５

を乗じて得た額 

階数が２

のもの 

Ａに０．００８

を乗じて得た額 

階数が３

以上のも

Ａに０．０１を

乗じて得た額 

24



の 

その他の

もの 

一時的に

設けるも

の 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

日 

Ａに０．０３３

を乗じ、１００

で除して得た額 

その他の

もの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

Ａに０．０３３

を乗じて得た額 

令第７条第９

号に掲げる施

設 

建築物 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

Ａに０．０１４

を乗じて得た額 

その他の

もの 

一時的に

設けるも

の 

 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

日 

Ａに０．０１を

乗じ、１００で

除して得た額 

その他の

もの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

Ａに０．０１を

乗じて得た額 

 

令 第 ７ 条 第

１０号に掲げ

る施設及び自

動車駐車場  

建築物 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

Ａに０．０２３

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１を

乗じて得た額 

令 第 ７ 条 第

１１号に掲げ

る応急仮設建

築物  

トンネルの上又は高

架の道路の路面下に

設けるもの 

Ａに０．０１４

を乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２３

を乗じて得た額 

25



その他のもの Ａに０．０３３

を乗じて得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０３３

を乗じて得た額 

令 第 ７ 条 第

１３号に掲げ

る施設 

トンネルの上又は高

速自動車国道若しく

は自動車専用道路

（高架のものに限

る。）の路面下に設

けるもの 

Ａに０．０１４

を乗じて得た額 

 

 

 

上空に設けるもの Ａに０．０２３

を乗じて得た額 

その他のもの  Ａに０．０３３

を乗じて得た額 

   附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の

占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料につい

ては、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

道路の占用料の額を改定するとともに、新たに自動運行補助施設の

設置に係る道路占用料を定めるため、条例の一部を改正しようとする

ものであります。 
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議案第１３３号 

千葉市法定外水路条例の一部改正について 

 千葉市法定外水路条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

  令和３年１１月２６日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市法定外水路条例の一部を改正する条例 

千葉市法定外水路条例（平成１７年千葉市条例第１８号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１項の表工作物等を設置する場合の部を次のように改める。 

工作物等を設

置する場合 

第１種電柱 １本につき

１年 

１，２００円 

第２種電柱 １，８００円 

第３種電柱 ２，５００円 

第１種電話柱 １，１００円 

第２種電話柱 １，７００円 

第３種電話柱 ２，３００円 

その他の柱類 １１０円 

鉄塔 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

２，１００円 

共架電線その他上空

に設ける線類 

長さ１メー

トルにつき

１年 

１１円 

水道管、

下 水 道 

管、ガス

管、地下

ケーブル 

外 径 が

０．０７

メートル

未満のも

の 

長さ１メー

トルにつき

１年 

４５円 
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 その他こ

れらに類

するもの 

外 径 が

０．０７

メートル

以上０．

１メート

ル未満の

もの 

 ６４円 

外 径 が

０．１メ

ートル以

上 ０ ．

１５メー

トル未満

のもの 

９６円 

外 径 が

０．１５

メートル

以上０．

２メート

ル未満の

もの 

１３０円 

外 径 が

０．２メ

ートル以

上０．３

メートル

未満のも

の 

１９０円 

外 径 が

０．３メ 

２５０円 

28



 

  ートル以

上０．４

メートル

未満のも

の 

  

外 径 が

０．４メ

ートル以

上０．７

メートル

未満のも

の 

４５０円 

外 径 が

０．７メ

ートル以

上１メー

トル未満

のもの 

６４０円 

外径が１

メートル

以上のも

の 

１，３００円 

その他のもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

２，１００円 

別表第１項の表工作物等を設置しない場合の部工事用材料置場の項中

「５７０円」を「６５０円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第１項の表の規定は、この条例の施行 
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の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占

用料については、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

水路敷地の占用料の額を改定するため、条例の一部を改正しようと

するものであります。 

30



議案第１３４号 

千葉市河川管理条例の一部改正について 

 千葉市河川管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

  令和３年１１月２６日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市河川管理条例の一部を改正する条例 

千葉市河川管理条例（平成１２年千葉市条例第２９号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第２項の表工作物を設置する場合の部を次のように改める。 

工作物を設置

する場合 

第１種電柱 １本につき

１年 

１，２００円 

第２種電柱 １，８００円 

第３種電柱 ２，５００円 

第１種電話柱 １，１００円 

第２種電話柱 １，７００円 

第３種電話柱 ２，３００円 

その他の柱類 １１０円 

鉄塔 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

２，１００円 

共架電線その他上空

に設ける線類 

長さ１メー

トルにつき

１年 

１１円 

水道管、

下 水 道 

管、ガス

管、地下

ケーブル 

外 径 が

０．０７ 

メートル

未満のも

の 

長さ１メー

トルにつき

１年 

４５円 

31



 その他こ

れらに類

するもの 

外 径 が

０．０７

メートル

以上０．

１メート

ル未満の

もの 

 ６４円 

外 径 が

０．１メ

ートル以

上 ０ ．

１５メー

トル未満

のもの 

９６円 

外 径 が

０．１５

メートル

以上０．

２メート

ル未満の

もの 

１３０円 

外 径 が

０．２メ

ートル以

上０．３

メートル

未満のも

の 

１９０円 

  外 径 が

０．３メ 

 ２５０円 
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  ートル以

上０．４

メートル

未満のも

の 

  

 

 

 

外 径 が

０．４メ

ートル以

上０．７

メートル

未満のも

の 

４５０円 

外 径 が

０．７メ

ートル以

上１メー

トル未満

のもの 

６４０円 

外径が１

メートル

以上のも

の 

１，３００円 

その他のもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

２，１００円 

別表第２項の表工作物を設置しない場合の部工事用材料置場の項中

「５７０円」を「６５０円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第２項の表の規定は、この条例の施行 
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 の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占

用料については、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  河川敷地内の土地の占用料の額を改定するため、条例の一部を改正

しようとするものであります。 
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議案第１３５号 

   当せん金付証票の発売額について 

 市は、令和４年度における当せん金付証票の発売額を、次のとおり定

めるものとする。 

  令和３年１１月２６日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 発売額 １００億円以内 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和４年度における当せん金付証票の発売額について、当せん金付

証票法第４条第１項の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１３６号 

   指定管理者の指定について 

 市は、次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和３年１１月２６日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

施設の名称 指定管理者 指定期間 

千葉市民活動支援セン

ター 

 

千葉市中央区中央３丁目９番１３号 

特定非営利活動法人まちづくり千葉 

理事長 山本 俊子 

令和4年4月1日から 

令和9年3月31日まで 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  千葉市民活動支援センターの指定管理者を指定することについて、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求めるもの

であります。 

36



議案第１３７号 

   指定管理者の指定について 

 市は、次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和３年１１月２６日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

施設の名称 指定管理者 指定期間 

千葉市富田都市農業交流

センター 

千葉市若葉区富田町７１１番地１ 

富田町管理運営組合 

組合長 中込 平  

令和4年4月1日から 

令和9年3月31日まで 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  千葉市富田都市農業交流センターの指定管理者を指定することにつ

いて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求め

るものであります。 
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議案第１３８号 

   指定管理者の指定について 

 市は、次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和３年１１月２６日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

施設の名称 指定管理者 指定期間 

千葉市子ども交流館 千葉ミライ子どもプロジェクト事業体 

 東京都目黒区東山１丁目５番４号 

ＫＤＸ中目黒ビル６階 

アクティオ株式会社 

代表取締役社長 淡野 文孝 

 

東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目１４番 

９号 

テルウェル東日本株式会社 

代表取締役社長 谷 誠 

令和4年4月1日から 

令和9年3月31日まで 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  千葉市子ども交流館の指定管理者を指定することについて、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求めるものであり

ます。 
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議案第１３９号 

   指定管理者の指定について 

 市は、次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和３年１１月２６日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

施設の名称 指定管理者 指定期間 

千葉市子育て支援館 千葉市中央区中央４丁目５番１号 

公益社団法人千葉市民間保育園協議会 

会長 木村 秀二 

令和4年4月1日から 

令和9年3月31日まで 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  千葉市子育て支援館の指定管理者を指定することについて、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求めるものであり

ます。 
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議案第１４０号 

   指定管理者の指定について 

 市は、次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和３年１１月２６日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

施設の名称 指定管理者 指定期間 

千葉市科学館 コングレ・東急コミュニティー共同事業体 

大阪市中央区淡路町３丁目６番１３号 

株式会社コングレ 

代表取締役社長 武内 紀子 

 

東京都世田谷区用賀４丁目１０番１号 

株式会社東急コミュニティー 

代表取締役 雜賀 克英 

令和4年4月1日から 

令和9年3月31日まで 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  千葉市科学館の指定管理者を指定することについて、地方自治法第

２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１４１号 

   指定管理者の指定について 

 市は、次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和３年１１月２６日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

施設の名称 指定管理者 指定期間 

千葉市蘇我スポーツ公

園 

(1)スケートパーク 

(2)第４駐車場 

(3)市長が指定する区

域 

 

ＳＳＰ ＵＮＩＴＥＤ 

千葉市美浜区高浜４丁目１２番２号 

株式会社千葉マリンスタジアム 

代表取締役社長 中村 満 

 

千葉市中央区川崎町１番地３８ 

ジェフユナイテッド株式会社 

代表取締役 森本 航 

 

東京都中央区入船３丁目６番３号 

日本メックス株式会社 

代表取締役 臼井 賢 

 

東京都中野区東中野３丁目２０番１０号 

日本体育施設株式会社 

代表取締役 小松 和幸 

令和4年4月1日から 

令和7年3月31日まで 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  千葉市蘇我スポーツ公園スケートパーク等の指定管理者を指定する

ことについて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議

決を求めるものであります。 
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